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特定健診･特定保健指導の実施状況（保険者別年次推移）

●特定健康診査の保険者種類別の実施率

●特定保健指導の保険者種類別の実施率

総数
（5,327万人）

市町村国保
（2,245万人）

国保組合
（148万人）

全国健康
保険協会
（1,397万人）

船員保険
（5万人）

組合健保
（1,168万人）

共済組合
（364万人）

平成25年度 47.6% 34.2％ 44.0％ 42.6％ 40.1％ 71.8％ 73.7％

平成24年度 46.2％ 33.7％ 42.6％ 39.9％ 38.9％ 70.1％ 72.7％

平成23年度 44.7% 32.7% 40.6% 36.9% 35.3% 69.2% 72.4%

平成22年度 43.2％ 32.0％ 38.6％ 34.5％ 34.7％ 67.3％ 70.9％

平成21年度 41.3% 31.4% 36.1% 31.3% 32.1% 65.0% 68.1%

平成20年度 38.9% 30.9% 31.8% 30.1% 22.8% 59.5% 59.9%

総数
（430万人）

市町村国保
（91万人）

国保組合
（12万人）

全国健康
保険協会
（115万人）

船員保険
（0.7万人）

組合健保
（159万人）

共済組合
（51万人）

平成25年度 17.7％ 22.5％ 9.0％ 15.3％ 7.1％ 18.0％ 15.7％

平成24年度 16.4％ 19.9％ 9.5％ 12.8％ 6.3％ 18.1％ 13.7％

平成23年度 15.0% 19.4% 8.3% 11.5% 6.5% 16.7% 10.6%

平成22年度 13.1％ 19.3％ 7.7％ 7.4％ 6.3％ 14.5％ 8.7％

平成21年度 12.3% 19.5% 5.5% 7.3% 5.8% 12.2% 7.9%

平成20年度 7.7% 14.1% 2.4% 3.1% 6.6% 6.8% 4.2%

※（）内は、平成25年度特定健診対象者数

※（）内は、平成25年度特定保健指導対象者数

1

指標①



平成25年度特定健診･特定保健指導の実施状況

●特定健康診査受診者数に占めるメタボリックシンドローム該当者及び予備群の保険者種類別の人数・割合

総数 市町村国保 国保組合
全国健康
保険協会

船員保険 健保組合 共済組合

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

平成25年 6,630,080 26.1% 2,079,279 27.0% 183,901 28.2% 1,570,214 26.4% 8,908 44.2% 2,112,227 25.2% 675,551 25.2%

平成24年 6,442,172 26.4% 2,049,845 27.0% 181,016 28.4% 1,456,440 27.0% 9,118 45.7% 2,058,447 25.5% 687,306 25.7%

平成23年 6,285,217 26.8% 1,999,574 27.2% 179,979 29.0% 1,342,685 27.2% 8,429 45.7% 2,046,671 26.0% 707,879 26.6%

平成22年 5,959,723 26.8% 1,942,108 27.1% 179,979 29.0% 1,342,685 26.5% 8,192 44.2% 1,934,422 25.7% 692,753 26.2%

平成21年 5,757,451 26.7% 1,942,096 27.5% 173,491 29.1% 1,079,904 26.3% 7,361 41.4% 1,888,634 26.0% 665,965 26.3%

平成20年 5,418,272 26.8% 1,979,658 28.4% 157,822 29.7% 955,656 24.6% 7,027 41.3% 1,738,445 26.3% 579,664 26.4%
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指標①
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インセンティブ事業の実施状況

保険者のインセンティブプログラムの実施状況に関する調査
（平成27年９月）より

指標④



静岡県
「健康マイレージ制度」によるインセンティブ
＜ポイント＞
平均寿命と健康寿命を佐を縮め、健康寿命を延ばすための取組
高齢者の追跡調査の結果、運動・栄養・社会参加により死亡率低下することが判明
健康づくりメニューを行った住民は、飲食店など協力店舗から特典を受けることができる

【実施体制】

＜実施年度＞
H25年度から
継続中

①マイレージ実施市町村に
参加を申込む

②健康運動を４週間以上実践して
獲得ポイントを貯める
・運動、食事、休養、歯、体重計測
・健（検）診受診、禁煙、社会参加
（講演会・地域行事への参加等）

③ポイントが貯まると「いきいきカー
ド」が発行される

④協力店でカード提示し、特典を
受ける

【取組の広がり】

●平成25年度：８市町
→平成26年度：１７市町村

●いきいきカード取得者：約5,700人

出典：静岡県公式ホームページ

指標④
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項目 付与ポイント ポイント数
（参考）

アクション
ポイント

新規登録 100pts

継続ログイン 1pts

歩数記録 5pts

イベント参加 50pts

その他 状況による

リザルト
ポイント

健診受診（本人） 500pts

健診受診（被扶） 500pts

健診結果改善 500pts

その他 状況による

●健診結果を
分かりやすく伝える

例：健康リスクのある方

●個別性の高い情報提供

ICTを活用した加入者個人の行動変容を促すしかけ

ポイントインセンティブの例

健康行動（例：ウォーキング）

加入者の健康状態を分かりやすく伝える 行動の可視化・インセンティブ

指標④
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新規透析導入患者数・死亡患者数について

出典：我が国の慢性透析療法の現状（日本透析医学会）

指標⑤

※1989年の患者数の減少は、アンケート回収率が86％と例外的に低かったことによる見掛け上の影響

１９８３年末
透析患者数
５３，０１７人

２０１３年末
透析患者数
３１４，１８０人
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人工透析導入患者の主要原疾患の割合推移

出典：我が国の慢性透析療法の現状（日本透析医学会）

１９８３年末
透析導入患者数
１１，３４８人

２０１３年末
透析導入患者数
３８，０２４人

7



埼玉県
県庁が主導し県内29市町において糖尿病重症化予防を実施
＜ポイント＞
県知事のコミットメントのもと、県が主導して体制を構築
県医師会と連携して、独自の糖尿病性腎症重症化予防プログラムを検討・作成
ハイリスク未受診者や、糖尿病治療中断者への受診勧奨から開始

かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体

＜実施年度＞
H26年度から
継続中

出典：埼玉県保健医療政策課ホームページ

指標⑤
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呉市
レセプト等の分析による費用対効果の高い取組

＜ポイント＞
地域総合チーム医療による重症化予防等の取組
後発医薬品の使用促進（削減額の通知サービス）
重複受診者・頻回受診者に対する訪問指導
各取組の対象者数、効果額で高い成果

【実施体制】

かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体

＜実施年度＞
H20年度から
継続中

実施する事業 実施体制の整備 施策検討・実施 効果検証

●糖尿病性腎症重症化予防
・レセプトから対象者を抽出
・個別に保健指導実施

●呉市国保（保険者）によるコーディネート
●医師会、歯科医師会、薬剤師会との連携
●データ分析、保健指導の民間事業者への委託
●学術研究機関（広島大学）との連携
●患者家族会での交流・情報交換

●レセプト等から対象者を抽出
●効果の高い対象者へのアプローチ

＜実施体制の整備＞

＜施策実施＞

●後発医薬品の使用促進
・切替による効果が高いと
思われる対象者に対し、
切替時の削減効果額を通知

●重複・頻回受診対策
・同一月に同一疾患で、
３医療機関以上受診

・一医療機関に一か月当たり
15日以上受診

に対して訪問指導を実施

●H20.7からH26.3までに通知者
の82%が後発医薬品に切替え

●H26.3までの累計薬剤費削減額
約6.5億円

（重複受診）（頻回受診）
対象者：47名 対象者：530名
実施者：10名 実施者：147名
効果額： 効果額：
約52万円 約1351万円

●H22年度～H26年度
延べ347名のプログラム参加者
の中で人工透析を導入した者は
３名のみ

出典：株式会社データホライゾン作成資料を基に加工

指標⑤・⑥・⑦・⑧
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指標⑤
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平成27年10月６日第２回健康増進・予防サービス
プラットフォーム呉市提出資料



データヘルス計画の作成状況

作成済み・作成中 未着手 計

市町村国保
１，０７１保険者
（６１．５％）

６７０保険者
（３８．５％）

１，７４１保険者
（１００％）

H26’作成済 H27’以降作成予定 計

広域連合
３２

（６８．１％）
１５

（３１．９％）
４７

（１００％）

＜健保組合・協会けんぽ＞

＜国保＞

＜後期広域連合＞

平成27年4月現在

平成27年4月現在

平成27年4月現在

作成済み 未作成 計

健保組合
１，３６６組合
（９８％）

３４組合
（２％）

１，４００組合
（１００％）

協会けんぽ
４７支部＋船保
（１００％）

－
４７支部＋船保
（１００％）

指標⑥
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指標⑦

平成27年10月６日第２回健康増進・予防サービス
プラットフォーム呉市提出資料
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調剤医療費（電算処理分）の動向の概要
～平成26年度版～より

制度別分析

総数

医療保険適用計

公費被用者保険計 国民健康保険計
後期高
齢者協会一

般
共済組
合

健保組
合

市町村
国保

国保組
合

実
数

数量ベース（新指標） 58.4 58.1 60.0 60.3 59.0 59.8 59.7 59.8 58.0 55.4 62.9

対
前
年
差

数量ベース（新指標） 7.2 7.1 6.9 7.1 7.2 6.7 7.2 7.2 6.5 7.2 8.4

平成27年3月
（単位：％）

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

指標⑧
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指標⑧

平成27年10月６日第２回健康増進・予防サービス
プラットフォーム呉市提出資料
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後発医薬品の安心使用にかかる意識調査報告書
ー報告書ー（平成20年度）より

後発医薬品を使用した経験のある人ではその満足度は高く、今後も後発医薬品を使用したいと
考えていることが明らかになった。（「まとめ」より抜粋）

指標⑧
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健康の増進に関する基本的な方向健康の増進に関する基本的な方向

健康日本２１（第２次）の概要

○ 平成２５年度から平成３４年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の
増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成15年厚生労働大臣告示）を改正するもの。

◆ 全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現するための国民運動

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、
医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」
を推進。
・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る
環境を整備。
・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習
慣の改善及び社会環境の改善

・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。

参考
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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（健康日本２１）（抄）
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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（健康日本２１）（抄）
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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（健康日本２１）（抄）
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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（健康日本２１）（抄）

20


